
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
等
の

○
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

（昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

【
第

一
条
関
係
】

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（銃
砲
の
所
持
が
許
可
さ
れ
る
試
験
又
は
研
究
）

劉
コ
川
翻
咽
コ
　

（略
）

剃
ヨ
剣
一

（略
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第

一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
は
、
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
運
動
競
技
会
又
は
日
本

体
育
協
会
若
し
く
は
そ
の
加
盟
競
技
団
体
が
主
催
し
て
行
な
う
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

２

　

（略
）

劃

創

引

洲

翻

Ч

第
四
条

（銃
砲
の
所
持
が
許
可
さ
れ
る
試
験
又
は
研
究
）

第
二
条

　

（略
）

州

別

釧

「

調

引

劃

引

ョ

矧

劃

酬

引

コ

刊

第
三
条

　

（略
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第

一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
は
、
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
運
動
競
技
会
又
は
日
本

体
育
協
会
若
し
く
は
そ
の
加
盟
競
技
団
体
が
主
催
し
て
行
う
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

２

　

（略
）

【
削
除
】

一
頁



劃

ヨ

割

司

劇

翻

「

第
六
条

劃

刷

割

ヨ

督

囚

劉

∃

曇

到

ヨ

郷

「

二

頁



刹
「
引
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

２

）
剃
バ
剣
　
法
剃
ゴ
剣
剃

一‐
呵
剃
ョ
矧
の
政
令
で
定
め
る
病
気
は
、
次
に
掲
げ
る
司

の
と
す
る
。

一
～
四

　

（略
）

（銃
砲
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

剃
川
剣
　
法
剃
ゴ
刻
剃
ョ
呵
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
機
関
部
又
は
銃
身
部
に

危
害
を
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
著
し
い
欠
陥
が
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し

、
法
第
四
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
銃
砲
に
つ
い
て

劃

躙

劇

硼

コ

罰

到

第
二
条
の
二
　
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
政
令
で
定
め
る
病
気
は
、
次
に
掲
げ

る
日
測
列
と
す
る
。

一
～
四

　

（略
）

（銃
砲
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

剃
ョ
剣
釧
ョ
　
法
剃
劃
剣
剃
コ
珂
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
機
関
部
又
は
銃
身

部
に
危
害
を
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
著
し
い
欠
陥
が
な
い
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
四
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
銃
砲
に
つ三

頁



は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
四
条
第

一
項
第

一
号
の
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項

の

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
構
造
又
は
機
能

が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

　

（略
）

（講
習
課
程
修
了
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
）

第
十
条

　

（略
）

【
削
除
】

い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
四
条
第

一
項
第

一
号
の
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項

の

政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
構
造
又
は
機
能

が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

　

（略
）

（講
習
課
程
修
了
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
）

第
五
条

の
四

　

（略
）

引

周

∃

劇

引

舅
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第
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の
五

げ

る
と
お
り
と
す
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目
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釧

劃
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刊
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劉
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酬

司

劃
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劉

矧

コ

コ

刷

∃

劃

剣

利

コ

烈

Ｊ

∃

利

調

烈

到

劃

司

劉

州

劉

引

劇

コ

州

¶

型

「

劉

劃

到

剣

日

劉

Ｊ

到

劉

剰

劇

司

劃

刊

コ

「

劉

劃

ヨ

コ

条‐

Ｊ

「

司

∃

∃

剰

倒

馴

∃

到

「

到

翻

ｑ

劃

ヨ

ヨ

「

劇

「

第‐ 四

頁



目
コ
ヨ
刻
剰

二
日
到
ゴ
日
劃
∃
刻
剰

三

劉

翼

目

∃

コ

馴

四
∃

倒

劉

ョ

引

馴

五六七
す
る
罪

八九
割

り

目

∃

コ

馴

十

五
頁



十

一日

日

劉

劉

刻

劇

十
二

十
三劉

∃

目

劉

コ

馴

十
四規
定
す
る
罪

十
五劉
剋
引
劉
刑

十
六

十
七劉

馴

∃

∃

劇

十
八∃

倒

劉

劉

刻

勇

十
九劃

刻

型

ヨ

目

留

コ

馴

二
十

ヨ

六
頁



コ

「

劃

刻

目

劉

コ

到

ヨ
る
罪

∃

劃刺

彗

コ

∃

劃

∃

コ

劉

製

劉

司

舅

二
十
四
刹

羽

月

国

コ

劉

覇

ョ

コ

勇

∃

劃目

囲

嘲

剤

矧

口

覇

剰

コ

馴

二
十
六

舅

目

劉

到

日

「

ゴ

劃

劉

舅

二
十
七

到

劃

目

日

州

日

「

ゴ

劃

ョ

舅

員
ｇ

コ

剤

釧

コ

劉

劉

コ

劃

創

劉

司

目

劉

コ

馴

ヨ
目

劉

コ

釧

三
十割

鋼

ョ

コ

コ

ョ

刊

ョ

ロ

∃

ョ

勇

七

頁


